
令和３年度 大分県人権問題講師団派遣事業 
 

人権教育の 

 講師を派遣します！ 
 

〔派遣先〕 
 ○幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教育機関 

    （児童生徒への講演、教職員研修、等） 
 ○社会教育関係団体 

    （ＰＴＡ研修、自治会主催人権研修、等） 
 

〔講師〕 

 ○大分県人権問題講師団 ６３名 

    ※ 各講師が対応できる講演内容等の詳細については、 

      別紙（大分県人権問題講師団一覧）を参照ください。 

 

〔講演の内容及び形式〕 

 

 【内容（人権課題）】 
   「部落差別問題」 「女性の人権」 「子どもの人権」 

  「高齢者の人権」 「障がいを理由とする偏見や差別」等  
       ※その他、講師との相談で対応できるテーマもあります。 
 

  【講演の形式】 
  「講義形式」 「参加型形式」等 
 

※講演を録画して、他の研修会での視聴や貸し出し、インターネット上で
のアップロード等の二次使用はできません。 

 

〔講師の謝金等について〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校、ＰＴＡ、自治会主催 等 

旅費謝金は県が負担します。 
令和元年度、令和２年度の活用が
ある場合は講師紹介のみとなり
ます。 

旅費謝金は、主催者で負担願いま
す。講師紹介のみとなります。 
人権尊重・部落差別解消推進課が
実施する「研修講師派遣事業」も
利用できます。 

市町村主催事業 
・連続講座 
・人権研修 等 



〔申込手順〕 

 

 

 

 

 

 


